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議案第２号 

目黒区手数料条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年２月１７日  

提出者 目黒区長  青   木   英   二 

 

目黒区手数料条例の一部を改正する条例 

目黒区手数料条例（平成１２年３月目黒区条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

別表の１の９４の項中「５，６００円」を「６，９００円」に、「９，４０ 

０円」を「１３，０００円」に、「１４，０００円」を「２１，０００円」に、 

「１９，０００円」を「２５，０００円」に改め、同表の１の１０２の項中「 

第１８条第１７項」を「第１８条第２１項」に、「１１，０００円」を「１５， 

０００円」に、「１２，０００円」を「１７，０００円」に、「１６，０００

円」を「２５，０００円」に、「２３，０００円」を「３１，０００円」に改

め、同表の１の１０４の項及び１０５の項中「第１８条第１７項」を「第１８

条第２１項」に改め、同表の１の１０６の項中「第１８条第１７項」を「第１ 

８条第２１項」に、「同条第２０項」を「同条第２９項」に、「９，９００円」 

を「１２，０００円」に、「１１，０００円」を「１６，０００円」に、「１

件 １５，０００円」を「１件 ２３，０００円」に、「２１，０００円」を

「２９，０００円」に改め、同表の１の１０７の項中「第１８条第１７項」を

「第１８条第２１項」に、「第１８条第２０項」を「第１８条第２９項」に改

め、同表の１の１０８の項から１１０の項までの規定中「第１８条第２０項」 

を「第１８条第２９項」に改め、同表の１の１１１の項中「第１８条第２４項

第１号」を「第１８条第３８項第１号」に改め、同表の１の１４２の２の項(7)

から(9)までを削り、同項中「９４の項の(1)から(9)まで」を「９４の項」に 

改め、同表の１の１４２の２の２の項(7)から(9)までを削り、同項中「９４の
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項の(1)から(9)まで」を「９４の項」に改め、同表の１の１４２の３の項中「 

１４２の２の項の(1)から(9)まで」を「１４２の２の項の(1)から(6)まで」に

改め、同表の１の１４２の３の２の項中「１４２の２の２の項の(1)から(9)ま

で」を「１４２の２の２の項の(1)から(6)まで」に改め、同表の２及び３を次

のように改める。 

 ２ 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料 

手数料を徴収する事項 額 徴収時期 

１ 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５４条第１項の規定に

基づく低炭素建築物新築等計画

の認定（当該認定申請に併せて

、区長が指定するものが作成し

た同項各号に掲げる基準に適合

していることを示す書類が提出

された場合に限る。） 

  

(1) 一戸建て住宅（人の居住以

外の用途に供する部分を有し

ないものに限る。以下同じ。

）の場合 

１件 ５，８００円 認定申請

のとき 

 

 (2) (1)以外の建築物の場合 

ア 住宅部分（建築物エネル

ギー消費性能基準等を定め

る省令（平成２８年経済産

業省・国土交通省令第１号

。以下「省令」という。）

第１条第２項に規定する住

宅部分をいう。以下同じ。
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） 

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 １１，３００円 認定申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ２３，８００円 認定申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ５２，８００円 認定申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ９４，７００円 認定申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの  

１件  １１９，０００円 

 

認定申請

のとき 

イ 非住宅部分（省令第１条

第１項第１号に規定する非

住宅部分をいう。以下同じ

。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 １１，３００円 認定申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合 １件 １９，５００円 認定申請
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計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ３１，６００円 認定申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ９４，３００円 認定申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 １４９，０００円 認定申請

のとき 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 １８８，０００円 

 

 

（当該認定申請に併せて

都市の低炭素化の促進に

関する法律第５４条第２

項の規定に基づく申出が

あった場合には、この表

の１の９４の項に定める

額を加算した額とする。

） 

認定申請

のとき 

２ 都市の低炭素化の促進に関す   
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る法律第５４条第１項の規定に

基づく低炭素建築物新築等計画

の認定（１の項に該当するもの

を除く。） 

(1) 一戸建て住宅の場合   

ア 誘導仕様基準（住宅部分

の外壁、窓等を通しての熱

の損失の防止に関する誘導

基準及び一次エネルギー消

費量に関する誘導基準（令

和４年国土交通省告示第１

１０６号）をいう。以下同

じ。）による場合  

  

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ２０，７００円 

 

認定申請

のとき 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ２２，２００円 認定申請

のとき 

イ 仕様・計算併用法（住宅

部分の省令第１条第１項第

２号イ(1)の外皮平均熱貫

流率及び冷房期の平均日射

熱取得率（以下「外皮性能

」という。）を誘導仕様基

準により評価し、住宅部分

の省令第１条第１項第１号
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イの一次エネルギー消費量

（以下「一次エネルギー消

費量」という。）を省令第

１０条第２号ロ(1)の基準

により評価する方法又は住

宅部分の外皮性能を省令第

１０条第２号イ(1)の基準

により評価し、一次エネル

ギー消費量に係る基準への

適合を誘導仕様基準により

評価する方法をいう。以下

この項及び４の項並びにこ

の表の３の７の項及び９の

項において同じ。）による

場合 

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ３０，１００円 

 

認定申請

のとき 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ３３，２００円 

 

認定申請

のとき 

ウ 標準計算法（省令第１０

条第２号イ(1)及び同号ロ

(1)の基準により評価する

方法をいう。以下この項及

び４の項並びにこの表の３

の７の項及び９の項におい
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て同じ。）による場合 

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

 

１件 ４０，２００円 

 

 

認定申請

のとき 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ４４，９００円 認定申請

のとき 

(2) (1)以外の建築物の場合   

ア 住宅部分（誘導仕様基準

による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ３８，７００円 認定申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

 １件 ６６，９００円 認定申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １２０，０００円 認定申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上のもの 

１件 １８３，０００円 認定申請

のとき 

イ 住宅部分（仕様・計算併

用法による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合 １件 ５９，８００円 認定申請
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計が３００平方メートル

未満のもの 

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １００，０００円 認定申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １７５，０００円 認定申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ２５６，０００円 認定申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ３０４，０００円 認定申請

のとき 

ウ 住宅部分（標準計算法に

よる場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ８１，０００円 認定申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １３５，０００円 認定申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合 １件 ２２９，０００円 認定申請
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計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ３２９，０００円 認定申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合 

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ３９０，０００円 認定申請

のとき 

エ 非住宅部分（モデル建物

法（一次エネルギー消費量

の算出に用いるべき標準的

な建築物及び省令第１０条

第１号イ(1)の屋内周囲空

間の年間熱負荷（以下「屋

内周囲空間の年間熱負荷」

という。）の算出に用いる

べきものとして国土交通大

臣が定める建築物を用いて

評価する方法をいう。４の

項並びにこの表の３の７の

項及び９の項において同じ

。）による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 １０２，０００円 認定申請

のとき 
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(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １２９，０００円 認定申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １７１，０００円 認定申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ２７６，０００円 認定申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ３６１，０００円 認定申請

のとき 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ４３４，０００円 認定申請

のとき 

オ 非住宅部分（標準入力法

等（実際の設計仕様の条件

を基に算定した一次エネル

ギー消費量及び屋内周囲空

間の年間熱負荷を用いて評

価する方法をいう。４の項

並びにこの表の３の７の項

及び９の項において同じ。
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）による場合に限る。） 

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ２６６，０００円 認定申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ３３４，０００円 認定申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ４３１，０００円 認定申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ６１５，０００円 認定申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ７５８，０００円 認定申請

のとき 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ８９６，０００円 認定申請

のとき 

 （当該認定申請に併せて

都市の低炭素化の促進に

関する法律第５４条第２

項の規定に基づく申出が
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あった場合には、この表

の１の９４の項に定める

額を加算した額とする。

） 

３ 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５５条第１項の規定に

基づく低炭素建築物新築等計画

の変更の認定（当該変更認定申

請に併せて、区長が指定するも

のが作成した同法第５４条第１

項各号に掲げる基準に適合して

いることを示す書類が提出され

た場合に限る。） 

  

(1) 一戸建て住宅の場合 １件 ４，１００円 変更認定

申請のと

き 

(2) (1)以外の建築物の場合   

ア 住宅部分   

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ８，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １６，７００円 変更認定

申請のと

き 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

１件 ３７，０００円 変更認定

申請のと
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トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ６６，５００円 変更認定

申請のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ８３，５００円 変更認定

申請のと

き 

イ 非住宅部分   

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの  

１件 ８，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １３，８００円 変更認定

申請のと

き 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ２２，２００円 変更認定

申請のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ６６，１００円 変更認定

申請のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

１件 １０４，０００円 変更認定

申請のと
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トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 １３２，０００円 

 

 

（当該変更認定申請に併

せて都市の低炭素化の促

進に関する法律第５５条

第２項において準用する

同法第５４条第２項の規

定に基づく申出があった

場合には、この表の１の

９４の項に定める額を加

算した額とする。） 

変更認定

申請のと

き 

４ 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５５条第１項の規定に

基づく低炭素建築物新築等計画

の変更の認定（３の項に該当す

るものを除く。） 

  

(1) 一戸建て住宅の場合   

ア 誘導仕様基準による場合 

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

  

１件 １４，３００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 １５，１００円 変更認定

申請のと

き 
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イ 仕様・計算併用法による

場合 

  

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ２１，１００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ２３，３００円 変更認定

申請のと

き 

ウ 標準計算法による場合   

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ２８，３００円 

 

変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ３１，５００円 変更認定

申請のと

き 

(2) (1)以外の建築物の場合   

ア 住宅部分（誘導仕様基準

による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ２６，８００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ４６，５００円 変更認定

申請のと

き 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

１件 ８４，８００円 変更認定

申請のと
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トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上のもの 

１件 １２７，０００円 変更認定

申請のと

き 

イ 住宅部分（仕様・計算併

用法による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ４２，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ７０，５００円 変更認定

申請のと

き 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １２２，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 １７９，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ２１３，０００円 変更認定

申請のと

き 

ウ 住宅部分（標準計算法に

よる場合に限る。） 
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(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ５６，８００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ９４，６００円 変更認定

申請のと

き 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １６１，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ２３１，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ２７３，０００円 変更認定

申請のと

き 

エ 非住宅部分（モデル建物

法による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ７１，６００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ９１，１００円 変更認定

申請のと

き 
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(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １１９，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １９３，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ２５３，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ３０４，０００円 変更認定

申請のと

き 

オ 非住宅部分（標準入力法

等による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの  

１件 １８６，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ２３４，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

１件 ３０１，０００円 変更認定

申請のと

き 
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メートル未満のもの 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ４３０，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ５３１，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ６２７，０００円 変更認定

申請のと

き 

  （当該変更認定申請に併

せて都市の低炭素化の促

進に関する法律第５５条

第２項において準用する

同法第５４条第２項の規

定に基づく申出があった

場合には、この表の１の

９４の項に定める額を加

算した額とする。） 

 

  備考  

１ 複合建築物（住宅部分及び非住宅部分を有する建築物をいう。以下 

同じ。）の手数料の額は、住宅部分と非住宅部分の額の合計額とする。 

２ 住戸の数が１である複合建築物の住宅部分の手数料の額は、１の項

から４の項までの(1)に掲げる額とする。 

３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務に係る
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手数料 

手数料を徴収する事項 額 徴収時期 

１ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条

第１項ただし書又は第１２条第

２項ただし書の規定の適用を受

ける場合の審査（特定建築行為

が建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律施行規則

（平成２８年国土交通省令第５

号）第２条第１項第１号に該当

する場合に限る。） 

(1) 一戸建て住宅の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ア 当該住宅の床面積の合計

が３０平方メートル以内の

もの 

１件 ２，５００円 確認申請

又は計画

通知のと

き 

イ 当該住宅の床面積の合計

が３０平方メートルを超え

１００平方メートル以内の

もの 

１件 ４，７００円 確認申請

又は計画

通知のと

き 

ウ 当該住宅の床面積の合計

が１００平方メートルを超

え２００平方メートル以内

のもの 

１件 ７，８００円 確認申請

又は計画

通知のと

き 

エ 当該住宅の床面積の合計

が２００平方メートルを超

１件 ９，４００円 確認申請

又は計画
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えるもの 通知のと

き 

(2) 一戸建て住宅以外の住宅の

場合 

  

ア 当該住宅の床面積の合計

が３０平方メートル以内の

もの 

１件 ４，３００円 確認申請

又は計画

通知のと

き 

イ 当該住宅の床面積の合計

が３０平方メートルを超え

１００平方メートル以内の

もの 

１件 ８，２００円 確認申請

又は計画

通知のと

き 

ウ 当該住宅の床面積の合計

が１００平方メートルを超

え２００平方メートル以内

のもの 

１件 １３，３００円 確認申請

又は計画

通知のと

き 

エ 当該住宅の床面積の合計

が２００平方メートルを超

え５００平方メートル以内

のもの 

１件 １５，９００円 確認申請

又は計画

通知のと

き 

オ 当該住宅の床面積の合計

が５００平方メートルを超

え１，０００平方メートル

以内のもの 

１件 ２２，３００円 確認申請

又は計画

通知のと

き 

カ 当該住宅の床面積の合計

が１，０００平方メートル

を超え２，０００平方メー

１件 ３１，３００円 確認申請

又は計画

通知のと
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トル以内のもの き 

キ 当該住宅の床面積の合計

が２，０００平方メートル

を超え５，０００平方メー

トル以内のもの 

１件 ５０，１００円 確認申請

又は計画

通知のと

き 

ク 当該住宅の床面積の合計

が５，０００平方メートル

を超えるもの 

１件 ６８，９００円 確認申請

又は計画

通知のと

き 

２ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条

第１項又は第１２条第２項の規

定に基づく建築物エネルギー消

費性能適合性判定（計画提出又

は計画通知に併せて、同法第１

０条第１項に掲げる基準に適合

していることを示す書類として

区長が定めるものが提出された

場合に限る。） 

  

(1) 一戸建て住宅の場合  １件 ５，８００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(2) (1)以外の建築物の場合   

ア 住宅部分   

(ｱ)  当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

１件 １１，３００円 計画提出

又は計画
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未満のもの 通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ２３，８００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ５２，８００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ９４，７００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 １１９，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

イ 非住宅部分   

(ｱ)  当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 １１，３００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １９，５００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 
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(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ３１，６００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ９４，３００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 １４９，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 １８８，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

３ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条

第１項又は第１２条第２項の規

定に基づく建築物エネルギー消

費性能適合性判定（２の項に該

当するものを除く。） 

  

(1) 一戸建て住宅の場合   

ア 仕様基準（住宅部分の外

皮性能を、住宅部分の外壁

、窓等を通しての熱の損失

の防止に関する基準及び一
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次エネルギー消費量に関す

る基準（平成２８年国土交

通省告示第２６６号）をい

う。以下同じ。）又は誘導

仕様基準による場合 

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ２０，７００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ２２，２００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

イ 仕様・計算併用法（住宅

部分の外皮性能を仕様基準

若しくは誘導仕様基準によ

り評価し、住宅部分の一次

エネルギー消費量を省令第

１条第１項第２号ロ(1)若

しくは第１０条第２号ロ(1 

)の基準により評価する方

法又は住宅部分の外皮性能

を省令第１条第１項第２号

イ(1)若しくは第１０条第

２号イ(1)の基準により評

価し、一次エネルギー消費

量に係る基準への適合を仕
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様基準若しくは誘導仕様基

準により評価する方法をい

う。以下この項、５の項及

び１１の項において同じ。

）による場合 

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ３０，１００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ３３，２００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

ウ 標準計算法（省令第１条

第１項第２号イ(1)及び同

号ロ(1)の基準により評価

する方法又は省令第１０条

第２号イ(1)及び同号ロ(1)

の基準により評価する方法

をいう。以下この項、５の

項及び１１の項において同

じ。）による場合 

  

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ４０，２００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合 １件 ４４，９００円 計画提出
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計が２００平方メートル

以上のもの 

又は計画

通知のと

き 

(2) (1)以外の建築物の場合 

    ア  住宅部分（仕様基準又は

誘導仕様基準による場合に

限る。） 

   (ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

 

 

 

 

１件 ３８，７００円 

 

 

 

 

計画提出

又は計画

通知のと

き 

   (ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ６６，９００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

    (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １２０，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

    (ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上のもの 

１件 １８３，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

イ 住宅部分（仕様・計算併

用法による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

１件 ５９，８００円 計画提出

又は計画
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未満のもの 通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １００，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

      (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １７５，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ２５６，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

    (ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ３０４，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

ウ 住宅部分（標準計算法に

よる場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ８１，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

１件 １３５，０００円 計画提出

又は計画

通知のと
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トル未満のもの き 

      (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ２２９，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ３２９，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ３９０，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

エ 非住宅部分の用途が工場

等（工場、危険物の貯蔵又

は処理に供するもの、水産

物の増殖場又は養殖場、倉

庫、卸売市場及び火葬場、

と畜場、汚物処理場、ごみ

焼却場その他の処理施設を

いう。以下同じ。）のみの

もの 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 １１，３００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合 １件 １９，５００円 計画提出
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計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

又は計画

通知のと

き 

      (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ３１，６００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ９４，３００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 １４９，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 １８８，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

オ エ以外の非住宅部分（モ

デル建物法（一次エネルギ

ー消費量の算出に用いるべ

き標準的な建築物を用いて

評価する方法をいう。５の

項及び１１の項において同

じ。）による場合に限る。

） 
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(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 １０２，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １２９，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

      (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

 １件 １７１，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ２７６，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ３６１，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ４３４，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

カ エ以外の非住宅部分（標

準入力法等（実際の設計仕

様の条件を基に算定した一

  



 

   - 32 - 

次エネルギー消費量を用い

て評価する方法をいう。５

の項及び１１の項において

同じ。）による場合に限る

。） 

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ２６６，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ３３４，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

      (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

 １件 ４３１，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ６１５，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ７５８，０００円 計画提出

又は計画

通知のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

１件 ８９６，０００円 

 

計画提出

又は計画
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ートルのもの  

 

通知のと

き 

４ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条

第２項又は第１２条第３項の規

定に基づく建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更に係る建

築物エネルギー消費性能適合性

判定（変更計画提出又は変更計

画通知に併せて、同法第１０条

第１項に掲げる基準に適合して

いることを示す書類として区長

が定めるものが提出された場合

に限る。） 

  

(1) 一戸建て住宅の場合 １件 ４，１００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(2) (1)以外の建築物の場合   

ア 住宅部分   

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ８，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合 １件 １６，７００円 変更計画
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計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ３７，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ６６，５００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ８３，５００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

イ 非住宅部分   

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ８，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

１件 １３，８００円 変更計画

提出又は
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以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

変更計画

通知のと

き 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ２２，２００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ６６，１００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 １０４，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 １３２，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

５ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条

第２項又は第１２条第３項の規

定に基づく建築物エネルギー消
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費性能確保計画の変更に係る建

築物エネルギー消費性能適合性

判定（４の項に該当するものを

除く。） 

(1) 一戸建て住宅の場合   

ア 仕様基準又は誘導仕様基

準による場合 

  

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 １４，３００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 １５，１００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

イ 仕様・計算併用法による

場合 

  

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ２１，１００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ２３，３００円 変更計画

提出又は

変更計画
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通知のと

き 

ウ 標準計算法による場合   

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ２８，３００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ３１，５００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(2)  (1)以外の建築物の場合 

    ア  住宅部分（仕様基準又は

誘導仕様基準による場合に

限る。） 

 (ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

 

 

 

 

１件 ２６，８００円 

 

 

 

 

変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ４６，５００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 
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(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ８４，８００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上のもの 

１件 １２７，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

イ 住宅部分（仕様・計算併 

用法による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ４２，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ７０，５００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

      (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １２２，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 
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(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 １７９，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ２１３，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

ウ 住宅部分（標準計算法に

よる場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ５６，８００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ９４，６００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

  (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １６１，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 
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(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ２３１，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ２７３，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

エ 非住宅部分の用途が工場

等のみのもの 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ８，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １３，８００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

 (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ２２，２００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 
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(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ６６，１００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 １０４，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 １３２，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

オ エ以外の非住宅部分（モ

デル建物法による場合に限

る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ７１，６００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ９１，１００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと
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き 

 (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １１９，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １９３，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ２５３，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ３０４，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

カ エ以外の非住宅部分（標

準入力法等による場合に限

る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 １８６，０００円 変更計画

提出又は

変更計画
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通知のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ２３４，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

 (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ３０１，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ４３０，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

 １件 ５３１，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ６２７，０００円 変更計画

提出又は

変更計画

通知のと

き 
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６ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３０条

第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の認

定（当該認定申請に併せて、同

項各号に掲げる基準に適合して

いることを示す書類として区長

が定めるものが提出された場合

に限る。） 

  

（1） 一戸建て住宅の場合 １件 ５，８００円 認定申請

のとき 

(2) (1)以外の建築物の場合   

ア 住宅部分   

(ｱ)  当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 １１，３００円 認定申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ２３，８００円 認定申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ５２，８００円 認定申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

１件 ９４，７００円 認定申請

のとき 
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方メートル未満のもの 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

１件 １１９，０００円 認定申請

のとき 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が２５，０００平方メ

ートル以上のもの 

１件 １４８，０００円 認定申請

のとき 

イ 非住宅部分   

(ｱ)  当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 １１，３００円 認定申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １９，５００円 認定申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ３１，６００円 認定申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ９４，３００円 認定申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

１件 １４９，０００円 認定申請

のとき 
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方メートル未満のもの 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

(ｷ) 当該部分の床面積の合

計が２５，０００平方メ

ートル以上のもの 

 

１件 １８８，０００円 

 

 

 

１件 ２３５，０００円 

 

 

（当該認定申請に併せて

建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法

律第３０条第２項の規定

に基づく申出があった場

合には、この表の１の９

４の項に定める額を加算

した額とする。） 

認定申請

のとき 

 

 

認定申請

のとき 

７ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３０条

第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の認

定（６の項に該当するものを除

く。） 

  

(1) 一戸建て住宅の場合   

ア 誘導仕様基準による場合   

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ２０，７００円 認定申請

のとき 
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(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ２２，２００円 認定申請

のとき 

イ 仕様・計算併用法による

場合 

  

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ３０，１００円 認定申請

のとき 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ３３，２００円 認定申請

のとき 

ウ 標準計算法による場合   

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ４０，２００円 認定申請

のとき 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ４４，９００円 認定申請

のとき 

(2) (1)以外の建築物の場合 

 ア  住宅部分（誘導仕様基準

による場合に限る。） 

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

 

 

 

１件 ３８，７００円 

 

 

 

認定申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

１件 ６６，９００円 認定申請

のとき 
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トル未満のもの 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １２０，０００円 認定申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上のもの 

１件 １８３，０００円 認定申請

のとき 

イ 住宅部分（仕様・計算併

用法による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ５９，８００円 認定申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １００，０００円 認定申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １７５，０００円 認定申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ２５６，０００円 認定申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

１件 ３０４，０００円 認定申請

のとき 
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ートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が２５，０００平方メ

ートル以上のもの 

１件 ３５４，０００円 認定申請

のとき 

ウ 住宅部分（標準計算法に

よる場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ８１，０００円 認定申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １３５，０００円 認定申請

のとき 

      (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ２２９，０００円 認定申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ３２９，０００円 認定申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

１件 ３９０，０００円 認定申請

のとき 

(ｶ) 当該部分の床面積の合 １件 ４４９，０００円 認定申請
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計が２５，０００平方メ

ートル以上のもの 

のとき 

エ 非住宅部分（モデル建物

法による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 １０２，０００円 認定申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １２９，０００円 認定申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １７１，０００円 認定申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ２７６，０００円 認定申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ３６１，０００円 認定申請

のとき 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

１件 ４３４，０００円 認定申請

のとき 
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(ｷ) 当該部分の床面積の合

計が２５，０００平方メ

ートル以上のもの 

１件 ５０９，０００円 認定申請

のとき 

オ 非住宅部分（標準入力法

等による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ２６６，０００円 認定申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ３３４，０００円 認定申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ４３１，０００円 認定申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ６１５，０００円 認定申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ７５８，０００円 認定申請

のとき 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００

１件 ８９６，０００円 認定申請

のとき 
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平方メートル未満のもの 

(ｷ) 当該部分の床面積の合

計が２５，０００平方メ

ートル以上のもの 

１件 １，０２０，００

０円 

認定申請

のとき 

 （当該認定申請に併せて

建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法

律第３０条第２項の規定

に基づく申出があった場

合には、この表の１の９

４の項に定める額を加算

した額とする。） 

 

８ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３１条

第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の変

更の認定（当該変更認定申請に

併せて、同法第３０条第１項各

号に掲げる基準に適合している

ことを示す書類として区長が定

めるものが提出された場合に限

る。） 

  

(1) 一戸建て住宅の場合 １件 ４，１００円 変更認定

申請のと

き 

(2) (1)以外の建築物の場合   

ア 住宅部分   
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(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ８，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １６，７００円 変更認定

申請のと

き 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ３７，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ６６，５００円 変更認定

申請のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

１件 ８３，５００円 変更認定

申請のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が２５，０００平方メ

ートル以上のもの 

１件 １０３，０００円 変更認定

申請のと

き 

イ 非住宅部分   

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ８，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合 １件 １３，８００円 変更認定
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計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

申請のと

き 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ２２，２００円 変更認定

申請のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ６６，１００円 変更認定

申請のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 １０４，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

１件 １３２，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｷ) 当該部分の床面積の合

計が２５，０００平方メ

ートル以上のもの 

１件 １６５，０００円 

 

 

（当該変更認定申請に併

せて建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関す

る法律第３１条第２項に

おいて準用する同法第３

変更認定

申請のと

き 
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０条第２項の規定に基づ

く申出があった場合には

、この表の１の９４の項

に定める額を加算した額

とする。） 

９ 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３１条

第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の変

更の認定（８の項に該当するも

のを除く。） 

  

(1) 一戸建て住宅の場合   

ア 誘導仕様基準による場合   

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 １４，３００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 １５，１００円 変更認定

申請のと

き 

イ 仕様・計算併用法による

場合 

  

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ２１，１００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ２３，３００円 変更認定

申請のと

き 
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ウ 標準計算法による場合   

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ２８，３００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ３１，５００円 変更認定

申請のと

き 

(2) (1)以外の建築物の場合 

    ア  住宅部分（誘導仕様基準

による場合に限る。） 

 (ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

 

 

 

１件 ２６，８００円 

 

 

 

変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ４６，５００円 変更認定

申請のと

き 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ８４，８００円 変更認定

申請のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上のもの 

１件 １２７，０００円 変更認定

申請のと

き 

イ 住宅部分（仕様・計算併

用法による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合 １件 ４２，０００円 変更認定
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計が３００平方メートル

未満のもの 

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ７０，５００円 変更認定

申請のと

き 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １２２，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 １７９，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

１件 ２１３，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が２５，０００平方メ

ートル以上のもの 

１件 ２４８，０００円 変更認定

申請のと

き 

ウ 住宅部分（標準計算法に

よる場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ５６，８００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合 １件 ９４，６００円 変更認定
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計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

申請のと

き 

  (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １６１，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ２３１，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

１件 ２７３，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が２５，０００平方メ

ートル以上のもの 

１件 ３１４，０００円 変更認定

申請のと

き 

エ 非住宅部分（モデル建物

法による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ７１，６００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ９１，１００円 変更認定

申請のと

き 
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 (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １１９，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １９３，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ２５３，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

１件 ３０４，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｷ) 当該部分の床面積の合

計が２５，０００平方メ

ートル以上のもの 

１件 ３５７，０００円 変更認定

申請のと

き 

オ 非住宅部分（標準入力法

等による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 １８６，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

１件 ２３４，０００円 変更認定

申請のと

き 
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トル未満のもの 

 (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ３０１，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ４３０，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ５３１，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートル以上２５，０００

平方メートル未満のもの 

１件 ６２７，０００円 変更認定

申請のと

き 

(ｷ) 当該部分の床面積の合

計が２５，０００平方メ

ートル以上のもの 

１件 ７１５，０００円 変更認定

申請のと

き 

 （当該変更認定申請に併

せて建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関す

る法律第３１条第２項に

おいて準用する同法第３

０条第２項の規定に基づ

く申出があった場合には
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、この表の１の９４の項

に定める額を加算した額

とする。） 

１０ 建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律施行規

則第１３条の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保計画

の変更が軽微な変更に該当して

いることの証明（当該交付申請

に併せて、同令第５条に掲げる

軽微な変更に該当していること

を示す書類として区長が定める

ものが提出された場合に限る。

） 

  

(1) 一戸建て住宅の場合 １件 ４，１００円 交付申請

のとき 

(2) (1)以外の建築物の場合   

ア 住宅部分   

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ８，０００円 交付申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １６，７００円 交付申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

１件 ３７，０００円 交付申請

のとき 



 

   - 62 - 

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ６６，５００円 交付申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ８３，５００円 交付申請

のとき 

イ 非住宅部分   

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ８，０００円 交付申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １３，８００円 交付申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ２２，２００円 交付申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ６６，１００円 交付申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

１件 １０４，０００円 交付申請

のとき 
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トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 １３２，０００円 交付申請

のとき 

１１ 建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律施行規

則第１３条の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保計画

の変更が軽微な変更に該当して

いることの証明（１０の項に該

当するものを除く。） 

  

(1) 一戸建て住宅の場合   

ア 仕様基準又は誘導仕様基

準による場合 

  

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 １４，３００円 交付申請

のとき 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 １５，１００円 交付申請

のとき 

イ 仕様・計算併用法による

場合 

  

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ２１，１００円 交付申請

のとき 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合 １件 ２３，３００円 交付申請
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計が２００平方メートル

以上のもの 

のとき 

ウ 標準計算法による場合   

(ｱ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

未満のもの 

１件 ２８，３００円 交付申請

のとき 

(ｲ) 当該住宅の床面積の合

計が２００平方メートル

以上のもの 

１件 ３１，５００円 交付申請

のとき 

(2) (1)以外の建築物の場合 

    ア  住宅部分（仕様基準又は

誘導仕様基準による場合に

限る。） 

 (ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

 

 

 

 

１件 ２６，８００円 

 

 

 

 

交付申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ４６，５００円 交付申請

のとき 

(ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ８４，８００円 交付申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上のもの 

１件 １２７，０００円 交付申請

のとき 
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イ 住宅部分（仕様・計算併

用法による場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ４２，０００円 交付申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ７０，５００円 交付申請

のとき 

      (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １２２，０００円 交付申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 １７９，０００円 交付申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ２１３，０００円 交付申請

のとき 

ウ 住宅部分（標準計算法に

よる場合に限る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ５６，８００円 交付申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

１件 ９４，６００円 交付申請

のとき 



 

   - 66 - 

以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

  (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １６１，０００円 交付申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ２３１，０００円 交付申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ２７３，０００円 交付申請

のとき 

エ 非住宅部分の用途が工場

等のみのもの 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ８，０００円 交付申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 １３，８００円 交付申請

のとき 

 (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ２２，２００円 交付申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合 １件 ６６，１００円 交付申請
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計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 １０４，０００円 交付申請

のとき 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 １３２，０００円 交付申請

のとき 

オ エ以外の非住宅部分（モ

デル建物法による場合に限

る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 ７１，６００円 交付申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ９１，１００円 交付申請

のとき 

 (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 １１９，０００円 交付申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

１件 １９３，０００円 交付申請

のとき 
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メートル未満のもの 

(ｵ) 当該部分の床面積の合

計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

１件 ２５３，０００円 交付申請

のとき 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ３０４，０００円 交付申請

のとき 

カ エ以外の非住宅部分（標

準入力法等による場合に限

る。） 

  

(ｱ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

未満のもの 

１件 １８６，０００円 交付申請

のとき 

(ｲ) 当該部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以上１，０００平方メー

トル未満のもの 

１件 ２３４，０００円 交付申請

のとき 

 (ｳ) 当該部分の床面積の合

計が１，０００平方メー

トル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ３０１，０００円 交付申請

のとき 

(ｴ) 当該部分の床面積の合

計が２，０００平方メー

トル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１件 ４３０，０００円 交付申請

のとき 

(ｵ) 当該部分の床面積の合 １件 ５３１，０００円 交付申請
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計が５，０００平方メー

トル以上１０，０００平

方メートル未満のもの 

のとき 

(ｶ) 当該部分の床面積の合

計が１０，０００平方メ

ートルのもの 

１件 ６２７，０００円 交付申請

のとき 

備考 

１ 省令第１条第１項第１号ただし書に規定する場合の３の項、５の項

又は１１の項に規定する事項に係る手数料の額は、それぞれ３の項(2)

カ、５の項(2)カ又は１１の項(2)カに掲げる場合とみなして算出した

額とする。 

２ 省令第１条第１項第１号ただし書に規定する場合であって、かつ、

省令第１０条第１号ただし書に規定する場合の７の項又は９の項に規

定する事項に係る手数料の額は、それぞれ７の項(2)オ又は９の項(2)

オに掲げる場合とみなして算出した額とする。 

３ ２の項から５の項まで、１０の項及び１１の項の規定の適用につい

ては、複合建築物の共用部分は、居住者以外の者のみが利用する部分

の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計を超える

場合は、当該共用部分は非住宅部分として取り扱う。 

 ４ ２の項から５の項まで、１０の項及び１１の項の規定の適用につい 

ては、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令（平

成２８年政令第８号）第３条に規定する内部に間仕切壁又は戸を有し

ない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放さ

れた開口部の面積の合計の割合が２０分の１以上であるものに該当す

る部分を有する建築物の手数料の額は、当該部分を含む建築物の部分

の床面積の合計により算出した額とする。 

 ５ ３の項、５の項及び１１の項の規定の適用については、非住宅部分
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の一部に工場等の用途を含む１の建築物の場合の手数料の額は、非住

宅部分の用途が工場等のみのもの以外の非住宅部分により算出した額

とする。 

 ６ ６の項及び７の項の規定の適用については、建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第２９条第３項に規定する申請建築物（

以下「申請建築物」という。）に同項に規定する自他供給型熱源機器

等を設ける場合の手数料の額は、申請建築物の部分に係る額及び他の

建築物（同項に規定する他の建築物をいう。以下同じ。）の部分に係

る額を合算した額とする。 

７ ８の項及び９の項の規定の適用については、建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第３１条第１項に規定する認定建築主が

認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第２５条に規定する

建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更を除く。）をする場

合の手数料の額は、変更のある建築物の手数料の額を合算した額とす

る。ただし、同法第３０条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消

費性能向上計画の認定（以下「性能向上計画認定」という。）を受け

た計画に新たに他の建築物を加える場合の手数料の額は、６の項及び

７の項に定める額と同額とする。 

８ 他の建築物について性能向上計画認定を受けた場合の建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等に関する法律第１１条第１項又は第１２条第

２項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手数

料の額は、２の項に定める額と同額とする。ただし、エネルギー消費

性能の評価方法が性能向上計画認定と同じ場合に限る。 

９ 他の建築物について性能向上計画認定を受けた場合の当該計画の変

更に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１１条

第２項又は第１２条第３項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能
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確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手

数料の額は、４の項に定める額と同額とする。ただし、エネルギー消

費性能の評価方法が性能向上計画認定と同じ場合に限る。 

１０ ２の項から１１の項までの規定（仕様基準又は誘導仕様基準以外

による場合に限る。）の適用については、一戸建て住宅以外の住宅の

申請をする場合の手数料の額は、住戸部分と共用部分の床面積の合計

により算出した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共

用部分を除く場合は、当該共用部分の床面積は加算しない。 

１１ ３の項、５の項、７の項、９の項及び１１の項の規定（仕様基準

又は誘導仕様基準による場合に限る。）の適用については、一戸建て

住宅以外の住宅の申請をする場合の手数料の額は、共用部分の床面積

を除いた床面積の合計により算出した額とする。 

１２ ２の項から１１の項までの規定の適用については、住戸の数が１

である複合建築物の住宅部分の手数料の額は、これらの項の(1)に掲

げる額とする。 

１３ 複合建築物の非住宅部分の用途が建築物のエネルギー消費性能の 

向上等に関する法律施行令第４条に規定する用途である場合の３の項、 

５の項又は１１の項に規定する事項に係る手数料の額は、それぞれ３

の項(2)エ、５の項(2)エ又は１１の項(2)エに掲げる場合とみなして 

算出した額とする。 

付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（説明） 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第６９号）が施行さ

れることにより、建築行政分野における地球温暖化対策が強化されることに

伴い、建築物の省エネ性能評価を伴う審査、認定等に係る手数料を見直すと
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ともに、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、この案を提出しま

す。 

 


